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維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
事
項

１
／
２

2
,7

4
2

－

4
,3

5
2

－

2
,0

4
0

4
.1

5
4
0

－

3
基

2
,0

4
0

－

2
,4

4
9

－

1
,3

5
2

－

1
0
基

3
,5

0
3

－

2
,1

1
6

4
.2

3
0
0

－

2
基

2
,6

7
0

－

3
,8

4
8

4
.2

1
2
0

－

1
基

8
,5

3
0

－

・
海
食
崖
を
中
心
と
し
た
海
岸
景
観
の
保
全
に
配

慮
す
る

・
サ
ー
フ
ィ
ン
な
ど
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
利
用
や
計

画
し
て
い
る
利
便
施
設
の
整
備
推
進
に
配
慮
す
る

・
砂
浜
の
保
全

海
岸
管
理
者

（
所
管
）

豊
橋
市

（
水
産
庁
）

愛
知
県

（
水
管
理
・
国
土
保

全
局
）

豊
橋
市

（
水
産
庁
）

愛
知
県

（
水
管
理
・
国
土
保

全
局
）

維
持
又
は
修
繕
の
方
法

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
し
、
予
防
保
全
の
考

え
に
基
づ
き
計
画
的
な
維
持
修
繕
を
行
う
。

空
洞
化
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
し
、
予
防
保
全
の
考

え
に
基
づ
き
計
画
的
な
維
持
修
繕
を
行
う
。

空
洞
化
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

護
岸

護
岸

護
岸

護
岸

消
波
堤

・
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
地
、
海
浜
植
生
と
海
岸
景

観
の
保
全
に
配
慮
す
る

・
サ
ー
フ
ィ
ン
な
ど
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
利
用
、
自

然
体
験
学
習
の
推
進
、
既
設
の
利
便
施
設
に
配

慮
す
る

・
砂
浜
の
保
全

・
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
地
、
海
浜
植
生
と
海
岸
景

観
の
保
全
に
配
慮
す
る

・
サ
ー
フ
ィ
ン
な
ど
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
利
用
、
自

然
体
験
学
習
の
推
進
、
既
設
の
利
便
施
設
に
配

慮
す
る

・
砂
浜
の
保
全

・
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
地
、
海
浜
植
生
と
海
岸
景

観
の
保
全
に
配
慮
す
る

・
サ
ー
フ
ィ
ン
な
ど
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
利
用
、
自

然
体
験
学
習
の
推
進
、
既
設
の
利
便
施
設
に
配

慮
す
る

・
砂
浜
の
保
全

・
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
地
、
海
浜
植
生
と
海
岸
景

観
の
保
全
に
配
慮
す
る

・
サ
ー
フ
ィ
ン
な
ど
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
利
用
、
自

然
体
験
学
習
の
推
進
、
既
設
の
利
便
施
設
に
配

慮
す
る

・
砂
浜
の
保
全

ゾ
ー
ン

地
区
名

受
益
地
域
そ
の
状
況 受
益
面
積

（
約
　
h
a）

海
岸
林

農
用
地

-

豊
橋
市

田
原
市

二
川

高
塚
・
寺
沢

高
豊

地
区

番
号 1 2 3 4

地
域

状
況

延
長
(m

)
施
設
数
（
基
）

代
表
堤
防
高

（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現
況
）

自
然
利
用

ゾ
ー
ン

遠
州
灘
ブ

ロ
ッ
ク

二
川
漁
港

豊
橋

高
豊
漁
港

田
原
・
豊
橋

大
草
・
東
赤

沢

区
域
名

潜
堤

海
岸
名

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
し
、
予
防
保
全
の
考

え
に
基
づ
き
計
画
的
な
維
持
修
繕
を
行
う
。

空
洞
化
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
し
、
予
防
保
全
の
考

え
に
基
づ
き
計
画
的
な
維
持
修
繕
を
行
う
。

空
洞
化
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
し
、
予
防
保
全
の
考

え
に
基
づ
き
計
画
的
な
維
持
修
繕
を
行
う
。

空
洞
化
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

形
式

潜
堤

消
波
堤

護
岸

消
波
堤

消
波
堤

消
波
堤

離
岸
堤

潜
堤

特
に
配
慮
す
る
事
項

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
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維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
事
項

２
／
２

8
,9

5
5

－

1
,6

6
9

－

1
5
基

9
4
0

－ －

7
基

8
3
6

4
.7

2
0
0

－

2
基

1
0
,3

0
0

－

2
8
0

9
.4

9
0
0

－

6
基

4
0
0

－

・
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
地
、
海
浜
植
生
と
日
出
の

石
門
、
恋
路
が
浜
な
ど
の
海
岸
景
観
の
保
全
に
配

慮
す
る

・
渥
美
半
島
の
観
光
資
源
を
活
か
し
た
レ
ク
リ
ェ
ー

シ
ョ
ン
利
用
、
釣
り
、
既
設
の
利
便
施
設
に
配
慮
す

る ・
砂
浜
の
保
全

・
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
地
、
海
浜
植
生
と
日
出
の

石
門
、
恋
路
が
浜
な
ど
の
海
岸
景
観
の
保
全
に
配

慮
す
る

・
渥
美
半
島
の
観
光
資
源
を
活
か
し
た
レ
ク
リ
ェ
ー

シ
ョ
ン
利
用
、
釣
り
、
既
設
の
利
便
施
設
に
配
慮
す

る ・
砂
浜
の
保
全

・
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
地
、
海
浜
植
生
と
一
色
の

磯
の
保
全
に
配
慮
す
る

・
サ
ー
フ
ィ
ン
な
ど
の
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン

利
用
に
配
慮
す
る

・
砂
浜
の
保
全

海
岸
管
理
者

（
所
管
）

愛
知
県

（
水
産
庁
）

愛
知
県

（
水
管
理
・
国
土
保

全
局
）

愛
知
県

（
水
管
理
・
国
土
保

全
局
）

維
持
又
は
修
繕
の
方
法

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

ゾ
ー
ン

地
区
名

受
益
地
域
そ
の
状
況 受
益
面
積

（
約
　
h
a）

地
区

番
号

地
域

状
況

延
長
(m

)
施
設
数
（
基
）

代
表
堤
防
高

（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現
況
）

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

遠
州
灘
ブ

ロ
ッ
ク

赤
羽
根
漁

港

渥
美

田
原
市

赤
羽
根

日
出
・
和
地

伊
良
湖
・
日

出

5 6 7

区
域
名

住
宅
地

農
用
地

-

海
岸
名

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
し
、
予
防
保
全
の
考

え
に
基
づ
き
計
画
的
な
維
持
修
繕
を
行
う
。

空
洞
化
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
し
、
予
防
保
全
の
考

え
に
基
づ
き
計
画
的
な
維
持
修
繕
を
行
う
。

空
洞
化
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

形
式

護
岸

-

潜
堤

消
波
堤

陸
閘
等

消
波
堤

離
岸
堤

護
岸

潜
堤

消
波
堤

海
岸
林

住
宅
地

農
用
地

護
岸

特
に
配
慮
す
る
事
項

巡
視
要
領
に
従
い
、
定
期
的
に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程
度
、
機
能
点
検
を
実
施
し
、
予
防
保
全
の
考

え
に
基
づ
き
計
画
的
な
維
持
修
繕
を
行
う
。

空
洞
化
等
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

津
波
や
高
潮
来
襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操
作
が
行
え
る
よ
う
に
、
年
次
点
検
を
行
い
、
適
切
な
維
持
修
繕
を
行

う
。
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